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複雑事例のプロファイリングとセグメント化に関する研究 

研究分担者 壁屋 康洋  国立病院機構榊原病院 

 

研究要旨： 

本研究は村杉らによる「多様で複雑な事例の個別調査及び治療・処遇に関する研究」1)と連携して

複雑事例の特徴を量的に分析し、実効性の高い治療や介入方法につなげていくための基礎資料とする

ことを目的としている。平成 30 年～令和 2 年度において、重度精神疾患標準的治療法確立事業（以

下、DB 事業）から平成 17 年 7 月 15日の医療観察法制度開始から平成 30 年 9 月 30日の期間に医療観

察法入院処遇となった 3,138名のデータおよび入院処遇 6年を超える 104名のデータを得て解析を行

った。併せて平成 20 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日の期間に医療観察法入院処遇を受けた対象者

のうち、22の医療観察法指定入院医療機関からの 720 名分のデータ（平成 25 年 10月 1 日時点）を用

いて解析した院内暴力・通院処遇移行後の暴力や問題行動への要因と結果を統合した。その結果から

以下のことが考察された。 

1. 当初は医療観察法入院 6 年を超える長期入院が課題とされたが、6 年を超えても改善して通院処

遇へ移行する群と、改善せずに処遇終了-入院する群がある。6 年以上という入院期間だけでな

く、処遇終了-入院などの転帰を考慮することが重要である。 

2. 通院処遇群／処遇終了群／処遇終了-入院群に分けて入院期間に与える影響を見ると、通院処遇

へ移行するまでの期間に影響を与えるのは「通常でない思考」と行動制限総日数である。行動制

限の多い群は処遇終了-入院しやすく、通院処遇へ移行しにくい。このことを考えても、行動制限

に注目すべきである。 

3. 行動制限に影響を与える要因として「精神病的なしぐさ」に見られる病状の不安定さと、興奮、

怒り、衝動性といった情動の不安定さが認められる。院内暴力、通院処遇へ移行した後の暴力や

問題行動につながる要因としても興奮、怒り、衝動性といった情動の不安定さは共通の課題であ

る。 

医療観察法入院期間に着目するだけでなく処遇終了という転帰も合せて分析すべきこと、行動制限

が多い対象者の病態解明や分類、治療介入等の検討が今後の課題であるとともに、処遇終了-入院を

減らすことは医療観察法医療の研究と臨床の課題と考えられる。 
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Ａ．研究目的  

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を

行った者の医療及び観察等に関する法律

（以下、医療観察法）」に基づく入院医療で

は、多職種チームによる治療を通じて多く

の事例が通院医療へ移行している一方、何

らかの理由で入院が長期化する、いわゆる

複雑事例への戦略的介入が課題となってい

る。本研究は、村杉らによる「多様で複雑

な事例の個別調査及び治療・処遇に関する

研究」1)2)と連携し、複雑事例に対する実効

性の高い治療や介入方法につなげていくた

め、量的データの分析から複雑事例の特徴

を分析し、複雑事例をプロファイリングお

よびセグメント化することを目的とする。  

 

Ｂ．研究方法  

1. 調査対象  

対象(1)：平成 17 年 7 月 15 日の医療観

察法制度開始から平成 30 年 9 月 30 日の期

間に医療観察法入院処遇となった対象者の

うち、（ア）DB 事業に協力しない 1 施設の

事例、（イ）オプトアウトの申し出のあった

事例、（ウ）信頼性が担保できない、明らか

な瑕疵を認めたデータを除外し、医療観察

法データベース研究事業運営委員会より提

供を受けた 3,138 名のデータ（令和 2 年 7

月 31 日時点）。後述する統計解析において

は、変数の欠損値に対してペアワイズで除

外した。  

対象(2)：平成 17 年 7 月 15 日の医療観

察法制度開始から平成 26 年 7 月 15 日まで

の期間に医療観察法入院処遇となり、かつ

入院処遇期間が 6 年を超えるデータのうち

上記（ア）～（ウ）を除外し、医療観察法

データベース研究事業運営委員会より提供

を受けた 104 名のデータ（令和 2 年 7 月末

時点）。  

対象(3) 平成 20 年 4 月 1 日～平成 24 年

3 月 31 日の期間に医療観察法入院処遇を受

けた対象者のうち、22 の医療観察法指定入

院医療機関からの 720 名分のデータ（平成

25 年 10 月 1 日時点）。当時の病床数から概

算すると約 8 割の回収率となる。  

 

2. 倫理的配慮  

人を対象とする医学系研究に関する倫理

指針に則り、データ収集する指定入院医療

機関および国立精神・医療研究センターの

医療観察法データベース研究事業運営委員
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会にてポスター掲示によるオプトアウトを

行うとともに、住所・氏名など個人を特定

できる情報を削除し、連結不可能匿名化し

て研究分担者に送付の上、解析を行った。  

 

3. 統計学的解析  

統計学的解析を以下の手順で実施した。  

1)複雑事例中核群の転帰比較：村杉ら 1)の

定義した複雑事例中核群（入院 6 年以上か

つ行動制限群（5 回以上の隔離／ 28 日以上

の隔離／1 回以上の拘束のいずれかあり）

に該当）についてセグメント化して分析す

るため、行動制限群に該当しない長期群（入

院 6 年以上）と転帰を比較した。  

2) 複雑事例中核群のうち処遇終了群と通

院移行群の共通評価項目の比較：複雑事例

中核群のセグメント化を推し進めて検証す

るため、複雑事例中核群のうち通院処遇へ

移行した群と処遇終了 -入院となった群の

共通評価項目を比較した。なお、共通評価

項目は平成 20 年 4 月に初版から第 2 版に

改訂、平成 31 年 4 月に第 3 版に改訂して

いるが、本研究では収集したデータで最も

評定の多い第 2 版のみを解析に用いた。  

3) 複雑事例中核群／長期群／行動制限群

／その他の群の転帰比較： 3 群とそれ以外

の 4 群について、転帰のクロス集計とカイ

2 乗検定・残差分析を行った。  

4) 通院処遇群／処遇終了群／処遇終了 -入

院群の入院日数比較：入院の長期化を検討

する前段として、通院処遇へ移行した群、

処遇終了した群、処遇終了群のうち処遇終

了と同時に精神保健福祉法入院に至った処

遇終了-入院群の 3 群の入院日数について

ヒストグラムと記述統計量で比較した。  

5) 通院処遇への移行群／処遇終了群／処

遇終了 -入院群における入院処遇日数と各

変数の関連： 3 群に分けて入院日数へ影響

を与える要因を検証した。ここではサンプ

ルサイズが大きいために容易に帰無仮説が

棄却され、有意性検定では比較しにくいた

め、効果量を見るために順位相関係数を用

いた。  

6) 処遇終了-入院につながる要因の解析：

処遇終了-入院に至る要因、あるいは行動制

限かつ処遇終了 -入院群に至る要因を抽出

するため、診断や対象行為などの要因、ま

た初回入院継続申請時共通評価項目との順

位相関係数を算出した。  

7) 行動制限につながる要因：行動制限総日

数と診断や対象行為などの要因、また初回

入院継続申請時共通評価項目との順位相関

係数を算出した。  

8) 院内対人暴力・通院処遇移行後の暴力や

問題行動につながる要因：対象 (3)を用いて

ICF(International Classification of 

Functioning, Disability and Health: 以

下、ICF)の各下位項目ならびに GAF(Global 

Assessmemt of Functioning)を説明変数と

し、院内対人暴力の有無と発生までの追跡

日数を目的変数とした COX 比例ハザードモ

デルによる解析を行った。  

 解析はいずれもエクセル統計 (BellCurve

○R  for Excel)を使用し、 p<0.05 を統計学

的に有意とした。順位相関係数については

|r|>0.2 の弱い相関を基準に考慮した。  

 

Ｃ．研究結果  

1) 複雑事例中核群の転帰比較  

対象(1)のうち、転帰が転院であった事例

を除外し、村杉ら 1)の定義した複雑事例中

核群が 46 名、長期群が 59 名であった。複

雑事例中核群と長期群の転帰（表 1）を比

較すると、複雑事例中核群 46 例中 12 例が

処遇終了で入院しており、処遇終了 -通院を

除外してカイ 2 乗値=12.9 で統計的に有意

となり、複雑事例中核群に処遇終了 -入院が

多いことが示された。  
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2) 複雑事例中核群のうち処遇終了群と通

院移行群の共通評価項目の比較  

 長期群に比して複雑事例中核群に処遇終

了-入院が多いことから、複雑事例化した末

に、精神保健福祉法入院による処遇終了を

行った事例が多いと考えられた。複雑事例

中核群のうち処遇終了 -入院となった群と

通院処遇へ移行した群との退院申請時の第

2 版共通評価項目の下位項目を比較すると

（表 2）、初回入院継続申請には【生活能力】

とその 2 下位項目、【衝動コントロール 3）

先の予測をしない】の計 4 下位項目のみが

5%水準で有意差が示された一方、退院申請

時には表 2 の計 38 の下位項目が処遇終了 -

入院群よりも通院移行群の方が低くなった。

通院処遇移行群での共通評価項目での評定

の改善をフリードマン検定によって比較す

ると、通院処遇移行群では計 28 の下位項目

が 5%水準で有意に評定が低下していた。  

3) 複雑事例中核群／長期群／行動制限群

／その他の群の転帰比較  

 複雑事例中核群でも改善して通院処遇へ

移行する一群があるため、入院期間 6 年と

いう基準だけで捉えられず、処遇終了 -入院

や通院処遇への移行という転帰を考慮に入

れる必要がある。複雑事例中核群／長期群

／行動制限群／その他の群に分けた転帰を

表 3 に示す。表 3 から事例の少ない抗告退

院・死亡（自殺）・死亡（病死）・処遇終了

-医療なし・処遇終了 -通院を除外、さらに

転帰の定まっていない入院中を除外し、カ

イ 2 乗検定を行うと、カイ 2 乗値 =164.0、

5%水準で統計的に有意となり、残差分析で

は複雑事例中核群に処遇終了 -入院が多く、

行動制限群では処遇終了 -入院と通院処遇-

入院が多く、通院処遇 -家族同居・通院処遇

-施設入所・通院処遇 -単身がいずれも少な

いという結果であった。  

4) 通院処遇群／処遇終了群／処遇終了 -

入院群の入院日数比較  

 転帰比較によって、 6 年以上という入院

期間だけでなく、処遇終了 -入院などの転帰

を考慮することが重要と考えられた。図 1・

図 2・図 3・表 4 に通院処遇群／処遇終了群

／処遇終了 -入院群の入院日数を示した。 3

群の入院日数は意味が異なると思われるが、

入院日数に有意差はなかった。  

5) 通院処遇への移行群／処遇終了群／処

遇終了 -入院群における入院処遇日数と各

変数の関連  

 通院処遇群／処遇終了群／処遇終了 -入

院群の 3 群の入院日数へ影響を与える要因

をスピアマンの順位相関係数を用いて検証

した（表 5・表 6）。5%水準で有意な項目を

太字で示すが、サンプルサイズが大きく帰

無仮説が棄却されやすいため、相関の大き

さ|r|>0.2 の弱い相関以上を基準として評

価する。その結果、表 5 より処遇終了群で

は高齢な方が、また F0（症状性を含む器質

性精神障害）の診断を有する方が早期に処

遇終了しやすい。 F2（統合失調症、統合失

調型障害および妄想性障害）は処遇終了ま

でが長期化しやすい。表 6 より初回入院継

続申請時の共通評価項目では、通院処遇へ

の移行群では【精神病症状 1)通常でない思

考】のみ|r|>0.2 の弱い相関となった。処

遇終了群では【精神病症状】とその小項目

のうち 5 項目、処遇終了 -入院群では【精神

病症状】とその小項目のうち 2 項目と【内

省・洞察 2)対象行為以外の他害行為への内

省】が r>0.2 の弱い相関となった。また表

5・表 6 から隔離総日数と拘束総日数を合計

した行動制限総日数、および【精神病症状

1)通常でない思考】はどの群でも入院日数

に弱い相関が認められた。  

6) 処遇終了 -入院につながる要因  

 3 群とも行動制限総日数と通常でない思

考が入院日数に影響を与えることから、本
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質的には村杉の分類 1)2)で複雑事例中核群

より行動制限群の方が課題ではないか、ひ

いては行動制限群から処遇終了 -入院に至

ってしまう群が課題ではないかと考えられ

た。処遇終了-入院に至る要因、また行動制

限かつ処遇終了 -入院群に至る要因を抽出

するため、行動制限群かつ処遇終了 -入院の

発生および処遇終了 -入院の発生と、診断や

対象行為などの要因とのスピアマンの順位

相関係数（表 7）、初回入院継続申請時の共

通評価項目の下位項目との順位相関係数

（表 8）を算出した。その結果、診断や対象

行為などは関連が乏しく、表 7 に示した行

動制限総日数（隔離総日数と拘束総日数の

和）のみが r>0.2 の弱い相関以上の関連が

認められた。  

7) 行動制限につながる要因  

 通院処遇への移行、処遇終了のいずれで

も入院期間を延ばす要因であり、処遇終了

-入院につながる要因でもある、行動制限へ

の要因を探索するため、行動制限総日数と

診断や対象行為などの要因とのスピアマン

の順位相関係数（表 9）、初回入院継続申請

時の共通評価項目の下位項目との順位相関

係数（表 10）を算出した。目的変数は行動

制限の日数であるため、処遇終了、通院処

遇への移行などによって差異が生じる可能

性を考慮し、表 9、表 10 では全体および群

ごとの順位相関係数を示した。表 9 より処

遇終了群では年代が若い方が行動制限総日

数が長いという結果になったが、通院処遇

への移行群では年代の影響はさほど大きく

ない。表 10 で初回入院継続申請時の共通評

価項目と行動制限総日数との関連を見ると、

通院処遇への移行群と処遇終了群とでいく

ぶん違いがあるものの、興奮、怒り、衝動

性といった情動の不安定さ、および精神病

的なしぐさが共通して弱い相関を示した。  

8) 院内対人暴力・通院処遇移行後の暴力

や問題行動につながる要因  

 行動制限につながる直接的な契機は院内

対人暴力が主であると考えられるが、DB 事

業では院内対人暴力のデータは平成 31 年

度に収集が始まったばかりであり、今回の

回収データには含まれていない。そのため

対象(3)を用いて ICF の各下位項目ならび

に GAF を説明変数とし、院内対人暴力の有

無と発生までの追跡日数を目的変数とした

COX 比例ハザードモデルによる解析を行っ

た（表 11）。表 11 では、先行研究 3)にて得

られた通院移行後の暴力、問題行動、自傷・

自殺企図との関連についても併記した。同

様に、表 12 に先行研究 4)5)から通院処遇移

行後の暴力や問題行動、医療観察法病棟入

院中の対人暴力と共通評価項目との関連を

引用した。表 11 から基本的な経済的取引、

社会的距離の維持、責任の対処などの生活

機能が通院処遇移行後や入院中の暴力に関

連することが示された。表 12 からは前項の

行動制限につながる要因と同様に、興奮、

怒り、衝動性といった情動の不安定さが入

院中や通院処遇移行後の暴力や問題行動に

つながりやすいことが示された。  

  

Ｄ．考察  

 本研究は何らかの理由で入院が長期化す

る事例＝複雑事例に対して特徴を分析する

ことが当初の目的であった。医療観察法入

院が 6 年を超える長期群、および入院以来

5 回以上の隔離・合計 28 日間以上の隔離・

1 回以上の拘束のいずれかを受けた行動制

限群の両方の特徴を併せ持つ群を複雑事例

の中核とみなし 1)2)、分析を進めた。しかし

ながら、1)複雑事例中核群の転帰比較によ

ってセグメント化を試みた（表 1）ところ、

複雑事例中核群に処遇終了 -入院が有意に

多いことが明らかになった。  

2) 複雑事例中核群の 4 割が処遇終了-入
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院となる一方、6 割は入院期間 6 年を超え

ても通院処遇へ移行する。複雑事例中核群

のうちで処遇終了 -入院となった群と通院

処遇へ移行した群との共通評価項目の下位

項目を比較する（表 2）と、初回入院継続申

請の時点では両群の差はわずかだが、退院

申請（処遇終了申請／通院処遇申請）の時

点で共通評価項目の多くの下位項目で差が

生じていた。ここから複雑事例中核群のう

ち一部は 6 年を超えても改善して通院処遇

へ移行し、他方で改善せずに処遇終了 -入院

に至る群があると考えられる。そのため入

院期間 6 年を超える長期群・複雑事例中核

群といえども、処遇終了するか、通院処遇

へ移行するかによって入院期間の意味が異

なるのではないかと考えられた。  

3) 複雑事例中核群／長期群／行動制限

群／その他の群とで転帰を比較すると、複

雑事例中核群に処遇終了 -入院が多いが、行

動制限群も処遇終了 -入院が多く、通院処遇

は家族同居・施設入所・単身がそれぞれ少

ないという結果であった。長期群には偏り

が見られない。6 年以上という入院期間よ

りも、行動制限や転帰の方が差を生じると

考えられる。  

4) 院処遇群／処遇終了群／処遇終了 -入

院群の入院日数比較（図 1・図 2・図 3・表

4）から、3 群の入院日数は分散には差があ

るが平均には差はない。入院医療で奏功し

なくて処遇終了 -入院するのかと予想され

たが、ヒストグラムでの最頻区間は処遇終

了群の方が早い時期にある。  

5) 通院処遇群／処遇終了群／処遇終了 -

入院群のそれぞれで入院日数に影響を与え

る要因を探索すると、高齢者や認知症の場

合には早期に処遇終了し、統合失調症圏の

疾患や精神病症状があると処遇終了までの

期間が長くなりやすい。通院処遇へ移行す

るまでの期間と|r|>0.2 以上の相関を有す

る項目は少ないが、通常でない思考と行動

制限総日数は通院処遇への移行、処遇終了、

処遇終了 -入院いずれの場合も入院日数と

弱い相関が認められる（表 5・表 6）。  

6) 処遇終了-入院につながる要因を見て

もやはり行動制限である (表 7)。  

7) 翻って行動制限につながる要因を探

索すると、処遇終了群では若い方が行動制

限総日数が長くなりやすいが、通院移行群

では影響はわずかである (表 9)。共通評価

項目からは精神病的なしぐさとともに、興

奮・躁状態、怒り、衝動性といった情動の

不 安 定 さ が 行 動 制 限 に 影 響 し て い る (表

10)。  

 8) 院内暴力や通院移行後の暴力や問題

行動につながる要因を見ると、基本的な経

済的取引、社会的距離の維持、責任の対処

などの生活機能が通院処遇移行後や入院中

の暴力に関連する (表 11)ことに加え、行動

制限につながる要因と同様に、興奮、怒り、

衝動性といった情動の不安定さが入院中や

通院処遇移行後の暴力や問題行動につなが

りやすい (表 12)ことが明らかになってい

る。  

 以上をまとめると、以下のことが言える  

・医療観察法入院 6 年を超える群を複雑事

例として課題に挙げていたが、 6 年を超え

ても改善して通院処遇へ移行する群と、改

善せずに処遇終了 -入院する群がある。6 年

以上という入院期間だけでなく、処遇終了

-入院などの転帰を考慮することが重要で

ある。  

・通院処遇群／処遇終了群／処遇終了 -入

院群とに分けて入院期間に与える影響を見

ると、通院処遇へ移行するまでの期間に影

響を与えるのは通常でない思考と行動制限

総日数である。行動制限の多い群は処遇終

了-入院しやすく、通院処遇へ移行しにくい。

このことを考えても、行動制限に注目すべ
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きである。  

・行動制限に影響を与える要因は精神病的

なしぐさに見られる病状の不安定さと、興

奮、怒り、衝動性といった情動の不安定さ

である。院内暴力、通院処遇へ移行した後

の暴力や問題行動につながる要因としても

興奮、怒り、衝動性といった情動の不安定

さは課題である。  

医療観察法入院期間に着目するだけでな

く処遇終了という転帰も合せて分析すべき

こと、行動制限が多い対象者の病態解明や

分類、治療介入等の検討が今後の課題であ

るとともに、処遇終了 -入院を減らすことは

医療観察法医療の研究と臨床の課題と考え

られる。  

 

Ｅ．結論  

本研究では、医療観察法入院が 6 年を超

える群を当初は課題と捉えていたが、処遇

終了 -入院による治療の打ち切りを考慮す

ると、入院期間よりも行動制限と処遇終了

-入院の方が課題である。  

通院移行群であっても処遇終了群であっ

ても、行動制限と「通常でない思考」は入

院を延伸する。行動制限に影響を与えるの

は「精神病的なしぐさ」に見られる病状の

不安定さと、興奮、怒り、衝動性といった

情動の不安定さである。院内暴力、通院処

遇へ移行した後の暴力や問題行動につなが

る要因としても興奮、怒り、衝動性といっ

た情動の不安定さは課題である。  

今後は行動制限の繰り返される対象の病

態解明と治療介入法の検討、情動の不安定

さを改善する方法を検討することを通じ、

行動制限と処遇終了を減らすこと、精神保

健福祉法医療へのよりスムーズな移行を推

し進めていくことが医療観察法医療の課題

である。  
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